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・供用時の悪臭の予測で、「廃棄物ストックヤードを悪

臭発生施設として想定」（海上地区 p582）「生ごみ処

理施設及び廃棄物ストックヤードを悪臭発生施設とし

て想定」（青少年公園地区 p117）あるが、生ごみ処理

施設は海上地区に設置しないのか、生ごみ処理施設

は準備書（p350）の「コンポスト施設」に該当するの

か、準備書にあった「メタン発酵施設」「中水処理プラ

ント」はやめたのか。 

 

 現時点での計画において、海上地区における生ご

みの発生は極めて少ないとの想定の下、周辺地域の

協力も含めリサイクルする方法につき検討しているこ

とから、生ごみ処理施設は海上地区に設置しない方

向で検討しています。また、青少年公園地区に設置

予定の生ごみ処理施設としては、引き続き、コンポス

ト及びメタン発酵施設の両方式を検討しております。

なお、現計画では中水処理プラントの設置は想定し

ておりません。 

 


